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様式第1－1号

支出証拠書 一

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及て)激務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

零坪番号 4－／

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 調罰形讃･研修費･広聴広報費･鶏謝誇瀧憤･会議費･資料作成費･資粥購入費･事務費･屋爾闇･人件費

内 容 事務所賃借料（4月分）

年月 日 令和2年4月 1日～令和2年4月30日 金額 69,056円

目的
即則=目Jリ'九'..G…1口割江1Jノノニ似ノv〆詞汚”1Vノ員''百

使途
令和2年4月分賃借料

政務活動

県政との

関連性

●

－

､ 』

く領収書貼付枠＞ 。

| 2-03-26 IBF
1

1
1

*138，113塀､､イトウヤチン(ｾﾃ、、

按分の理由

政務活動と後援会活動

で按分

領I又書金額(a)

138,113円

1 安分率(b)

1／2

j-0%

政務活動費支出額(a×b)

69,056円
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様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。 仁一

轄理番号 単一2

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者

経費項目 冒禮研ｦ蹟･研修費･限廊調･要瀞瀞轆轤｡会議費･資料F"･資*購入費･事務費･謡翔漬･人f"

内 容 県政報告「ふれあい」印刷代

年月 日 令和2年4月 9日～令和年 月 日 金額 97,900円

目的
県政報告誌「ふれあい」印刷のため

使途
目｣刷代（ふれあい8,100部ノ

政務活動

県政との

関連性

県議会2月議会の報告及びコロナウイルスに対する県の対策関係報告

く領収書貼付枠＞

*別繩占付

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

97,900円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

97,900円
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様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※按分による支出がある場合は、領反書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

零坪杏厚弓一 半-3

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 調翫職潰･研修費･噸広報費・要隷艤轆鑪･会議費･資料作阿蹟･資*購入費･扉司･謡靭漬･人1積

内 容 自動車リース料（ 4月分）

年月 日 令和2年4月 10日～令和 年 月 日 金額 24,334円

目的
調査研究など政務活動を行うための移動手段

使途
令和2年4月分リース料

政務活動

県政との

関連性

一

く領収書貼付枠＞

月額リース料53,000円から政務活動費対象外経費を除く48,668円の1/2相当額を請求する。

48,668円×1/2＝24,334円

'2-04-10旧F1

I I 米53,000 １
１
ﾆﾂｻﾝﾌｲ丁ﾝﾌﾔlbS

１
１
１

按分の理由

政務活動と私用で按分

領収書金額(a)

48,668円

安分率(b)

1／2

3－0 ％

政務活動費支 額(a×b)

24,334円



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

-戸弓
／

へ 〃

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■

経費項目 諏鋤讃･研修費･広聴広報費･鶏鞠誇鬮債･会議費･資料作月噴･資繩静費･層調･事翻漬･人件費

内 容 FAX・インターネット接続料(4月分）

年月 日 令和2年4月 11日～令和年 月 日 金額 3,115円

目的
政務活動を行うためのFAX・インターネットの利用のため

使途 －

政務活動

県政との

関連性

一

く領収書貼付枠＞
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按分の理由

政務活動と後援会活動

で按分

領収書金額(a)

6,230円

1 安分率(b)

1／2

才0 ％

政務活動費支出額(a×b)

3,115円



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額按分率及てj癖活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

鑿理番号 ’－ざ

決
裁 会派代表者 鱒 経理責任者 鰯 経理担当者 ■■

経費項目

Q

誌研蹟･研修費･碩厩調･錆調誇瀧蹟･会議費･資fH愉蹟･資繩静費･事務費･事翻漬･人件費

内 容 県政報告「ふれあい」郵送料 一

年月 日 令和2年4月 11日へ令和年 月 日 金額 122,248円

目的
県政報告書「ふれあい」の発送

使途
郵送料

政務活動

県政との

関連性

県の施策、定例会報告、活動状況等を県民に報告する。

く領収書貼付枠＞

別繩占付

抄

め

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

122,248円

按分率(b)

／

100％

政評動譽斐卜H箱(周×h)

122,248円
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様式第1－1号

一言

支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

を県民に報告する ◎

三廷領収 Eヨ

林芳久仁 様

箪誕溌謝認格鳥） 826． 59
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※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

決
裁 会派代表者 鶴 経理責任者 ⑬ 経理担当者

経費項目 藷研究費･研修費･価藤調･需調誇瀧債･会議費･資糾愉蹟･資龍騰入費･事務費･謡弼漬･人件費

内 容 県政報告「ふれあい」郵送料

年月 日 令和2年4月 16日～令和年 月 日 金 額 580円

目的
県政報告書「ふれあい」の発送

使途
郵送料

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

580円

■
ｑ安分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

580円



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及ひ政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

ｌ決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者

経費項目 諺研嶺･研修費･風蔀報費･鶏調誇露債･会議費･資料作月墳･資*臆入費･鳫謂･謡翔漬･人件費

内 容 NHK放送受信料(4月･5月分）

年月 日 令和 2年 4月22日～令和年 月 日 金額 4,560円

目的
政務活動を補助するための情報収集

使途
NHK放送受信料(4･5月分）

政務活動

県政との

関連性
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按分の理由

全て環舌動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

4,560円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,560円



様式第1－2号

四

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

〆

※按分による支出がある場合は、按分の理由、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当欄に記入すること。

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者

経費項目 顧翻調･研修費

内 容 静岡骨髄バンク推進をする会：年会費

年月 日 令和2年4月23日～平成年 月 日 金額 2,152円

会の趣旨．

目 的

公的骨髄ミンクである（財）骨髄移植推進団体の活動を支援することを目的とする。

会の活動

内容等

･骨髄ミンク事業の普及・啓発・広報宣伝活動ならびに、骨髄提供者の募集業務に対する

支援協力

・ドナー、患者及び、その家族に対する支援活動

、産』……函乃7K匡瘻ｲ里除の索圭諦7勵了患者色土日今の錘減奏表砧ス涯雷h

政務活動

県政との

関連性

● 骨髄提供者への公的助成制度の導入に向けた取り組み等の課題を実現する為、私は、会の

顧問を務め、取り組んでいる。
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按分の理由 政務

活動に資する団体会費

のため、全額充当する。

領収書金額(a)

2,152円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,152円
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一

静岡骨髄バンクを推進する会会則

第1章総則

（名称） 本会は｢僻岡骨髄バンクを推進する会』と称します。

(事務所） ・本会は事籟所を静岡市葵区駿府町1-70静岡県総合社会福祉会館｢1

（目的） 本会は脇民の骨髄移植に対する理解の促進と骨髄提供登録者(ドナー）

（事業） 本会は前条の目的を達成するために.静岡県内において次の事業を行l
(1)． （財)骨髄移植推進財団､日本赤十字社､地方自治体等が行う骨i

啓発､広報宣伝活動並びに骨髄提供者の募築桑務に対する支援
(2)．機関紙､広報鰭､バﾝﾌﾚｯﾄ等の発行､送配布､並びに学習会開

方法による普及啓発､広報室伝活動
(3).ドナー､患者及びその家族に対する支援活動
（4），医撮･検査機閲及び患者負担金の軽減､医療保険の充実を求め鳥

、 (5).その他本会の目的達成の為に必要な活動
2本会の事案年度は4月1日に始まり､3月31日に終わります。 ．

条
条
条
粂

１
２
３
４

第
第
第
第

篦2章会員．

第5条 （会員） 本会は会の目的に賛同し､入会手続きを行った者を会員とします。

第6条（会員の種類)本会の会員は正会員と､資金援助をして愈ける個人又は団体の喪助会．

第7条 （会費） 会員の年会費を次のとおりとします。
． (1)．正会員字一一一一 2､OOO円 ．

但し､学生一一一一 1,OOO円
(2)．賛助会員一一一一1口5，OOO円

第8条 （退会） 会員は次のいずれかに酸当したとき､退会することとします。 ．
(1)．退会属を会長に提出したとき
(2)．年会費を2年間以上未納のとき ､ ． 、
(3)．会の名誉を傷つけたり秩序を乱すような不適切な曾動があったと急

臓決により退会を命じることがあり顎す。
、 ぎ

第9桑(会費の返還)会員は退会に際し､既納の年会貴の返還鯛求はできないこととします。
第3章役員

"10条 〈役員） 本会に次の役員をおきます｡ ･_ :' ’
(1)．会長 1名
(2)．運営霞員長 1名
(3)．副会長 若干名
(4),事務局長 ・ 1名 、
(5)．運営委員 若干名 ． ．
(6)，監事 若干名 ・

ざ 、 ､

第11条(役員の選出)本会の役員は総会に扮いて遇出します。
2年度中途に会長を除く役員の解任及び欠員補充､又は増員を行うときId

第12条(役員の任務)役員は本会の目的を遂行するために､それぞれの任務を担当します。
(1)．会長は本会を代表します。 ･ -

一一一一一一ー一一一一一一一一
l o l CCO世 ノア0 1 1 ロノ ln7



運営委員長は週営委員会の賢任者として事粟及び活動の実施を：
会長が指名した役員が任務を代行します｡(監察を除く)。
薊皇婁艦蔑繩し讓蟇に事埜あ匙當l強2量璽登噛lfi
事務局長は本会の事務処理を遂行し､事務局長に車故あるときけ
代行しま宙｡<監事は除く〕 、．
運営委員は本会全体の運営について4運営委員会において協織I
遂行します．
監事は本会の会計を監査し､総会において報告します。

(2)，

(3)．
<4)，

(5)．

(6)，

"18条(役員の任期)役員の任期は1年間とします｡．
但し､再任を妨げません．

‘2年度中途に選出された役員の任期は総会前日までとします。

(顧問） 本会に医師､学蹴経験者等の顧問をおくことができます。
2顧問は､運営委員会の譲決を経て会畏が雲嘱します。
3顧問は､会長の諮問に応じて総会､運営震員会等に出席して意見を述綏

第14条

第4章機関 ． ・

第15条 （機関） 本会は総会､運営委員会､事務局会罰をもって機関とします。

第16条 （総会） 総会は本会の最高腫決機関であり､本会の運営に関する重要事項を蟻
2緯会の開催は原則として年1回､4月とします。
但し､運営委員会の議決､又は会員の過半数の要諦があったときは臨際

、 3総会は､委任状を含む会員の過半数の出席をもって成立します。
4総会の繊決を要する事項は次のとおりとします。
(1)．事業報告並びに事業計画の承認 ．
(2)．会計報告並びに予算の承認 ・
(3)．役員の選任
(4)：会則の改定
(5)．その他総会で必要と罷める事項－ ．

5繕会の議決は曇任状を含む出席会員の過半数により決します。

第17条(運営委員会)運営委員会について次のとおり定めます。 ．
(1)．運営委員会は運営委員長が開催し､第4条に定める事薬及び活、

決定します。
但し､運営霊員会は本会則の規定並びに総会の綴決事項に抵触’
，できません。 ．

(2)．運営委員会は会長､運営謡員長､副会長､事務局長､運営委員に
(3)．運営委員会は町原則とLて月1回開催することとし､前2号に定めイ

義務を負うこととします。 ．
(4)‘会員はオブザーバーとして､運営委員会に出席し発言することが1

． 但し､隠決に加わることはできません。 ．

一

本会の事務を処理するために事務局を股歴します。
(1). ､事務局に総括責任者として事務局長を齢くぼか､所要の職員をお‘
(2).職員の採否は運営蚕員畏が事務局会艤の構成員に諮ったうえ決

第18条 （事務局）

"19条(事務局会瞳)率務局会腫について次のとおり定めます。 ．
(1)．運営雲員会の効率を図るために､運営委員長は事前協識機関とl
(2)．事務局会嬢は､会長､運営委員長副会長､事務局長により構成I

篦5章会計

"20条 （会計） 本会の会計は会費､寄付金､嬰既事薬費その他をもってまかないます。

－ー－－－－
－
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2本会の会叶年度は4月1日に始まり､3月31日に終わります。
但し､4月1日以降総全開値日までの間､運営委員長は必要に応じて予
します。

3本会の会計は年1回会計監査を受け､総会において承認を得ることとい

第6章その他 ・

本会則に定めのない事眼が発生したときは､運営雲員会において協謡L
2本会は全国各地の目的を同じくする会との連帯を図るため｢NPO全国骨
協礒会』に加盟します。
3本会は僻岡県内の行政槻関､医撫関係者等によって組織される『静岡卿

第21条 （その他）

連絡協漁会｣の一員として活勵を行います。

本会則は平成4年4月29日施行､平成5年4月29日一部改定､平成74
平成10年4月29日一部改定､平成12年4月29B=部改定､平成144

付則

平成16年4月29日一部改定､平成21年4月29日改定しました。

‐

一－1
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様式第1－2号

－

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※按分による支出がある場合は、按分の理由、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当欄に記入すること。

轄理番号 卒一ヂ

決
裁 会派代表者 経理責任者 ② 経理担当者 ■■

経費項目 ･研修費

内 容 公益財団法人オイスカ2020年度会費

年月 日 令和2年4月23日～平成年月日 金額 20,000円

会の趣旨．

目 的

｡ ｢すべての人々がさまざまな違いを乗り越えて共存し､地球上のあらゆる生命の基盤を守

り育てようとする世界」を目指す6

羊に、アジア・太平洋地域で農村開発や毒保全活動を展開している。

会の活動

内容等

･国内では、…泙談や~ビユナー閉1崔などを超し~(のﾉ誉先Y古到や、 イ1旦烈不石よ(-ﾉ､矛辰外歪1ﾉ用

による環境保全活動をしている。

･国内外の活動への支援（ベルマーク・古本・書き損じはがきや募金など身近にできる活

動を行う｡）

･講演会開催やイベントへの招待

･晦岸材再生プロジェクト」ボランティア参加募集 他

政務活動

県政との

関連性

森林造林等、富士山を中心に各県内森林間伐および里山づくり等の活動を、地域の人達

と進め環境向上に努める一方、県行政への要望事項もあり、森林環境を守っていく支援を

要請していく。

く領収書貼付枠＞

別紙に添付

※添付書類:団体の会則･庫蘂厩勇･その他（ ）

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

20,000円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

20,000円
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受 ■領証
〒4240057 ,韮；

静岡県 静岡市清水区堀込637
望. 、 ， " I 、 ＃．

ビ ，
＝ P-00001238622020年度賛助会費

林芳久に"様 雪

金額 ￥206000－

2020年4月23日

※受領証は再発行いたしません。 ． ※公益財団法人にづき､非課税です。
※受領印‘まだばｻｲﾝのないもの及び手書きのものiま無効です。
※当該寄附金は税制上の優遇処置がございます。
‐詳細につきましては､当公益財団法人のHPよりご確認ください｡｡･ ,;
、〔税制上の優遇処置について〕向
個人の方:寄付金控除額の計算方法法入の方損金算入限度額の計算方法
※当受領証Iま確定申告の際証拠資料となりまず｡また､控除の際､認定書が．

_豊要になる廟合は､当公益財団法人のHPより”ﾝﾛ壽ドできます。
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公益財団法人オイスカ定款

第1章総則

（名称）

第1条この法人は、公益財団法人オイスカ（以下「この法人」 という｡） と称し、 （英文

ではOrganizationfbr lndusbial, Spiribual andCulturalAdvancement-

International,Japan(通称=OISCAJapan)と称する。

（事務所）

第2条この法人は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。

（目的）

第3条この法人は、国連経済社会理事会の諮問資格を有するオイスカ・インターナショ

ナルの理念と精神に基づき、開発途上諸国に対する産業開発協力事業の推進及び地球

環境保全等に関する事業を行い、これら諸国との友好親善及び広く地球社会の持続可

能な発展に寄与することを目的とする。

（事業）

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1公益目的事業

（1） 開発途上諸国での持続的な農山漁村の地域開発協力事業

（2） 開発途上諸国を中心に世界各地での環境保全及び環境教育推進のための「子供の

森」計画事業

（3） 開発途上諸国の持続的な地域開発推進のために受け入れる産業研修員の人材育成

技術協力事業、及び外国人技能実習生受け入れに伴う職業紹介等の事業

（4） 国際相互理解の促進、及び地球社会の持続可能な発展のための啓発普及事業

（5） 開発途上国等における災害発生時の緊急支援、及び復興支援事業

（6） 前各号の事業に必要な施設の設置運営及びその他この法人の目的を達成するため

に必要な事業

2その他の事業

この法人は、公益目的事業の推進に資するため、次の事業を行うことができる。

（1） 不動産賃貸業

（2） その他前項各号に定める事業に関連する事業

1



3前第1項及び第2項の事業については、アジア太平洋地域を主とした世界各国及び

本邦各地において行うものとする。

（事業年度）

第5条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

（規律）

第6条この法人は、評議員会が別に定める倫理規程の理念と規範に則り、事業を公正か

つ適正に運営し、第3条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努める

ものとする。

第2章財産及び会計

（財産の種別）

第7条この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2基本財産は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下、 「一般社団｡財団

法人法」 という｡）第172条第2項に規定する、この法人の目的である事業を行うため

に不可欠な財産として理事会で定めたものとする。

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

4公益認定を受けた日以後に、公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めず寄附

を受けた財産については､その50％又はそれ以上を公益目的事業に使用するものとし、

その取り扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程による。

（基本財産の維持及び処分）

第8条基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。

2やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、評議

員会の議決を経なければならない。

（財産の管理・運用）

第9条この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決

議により別に定める資金運用規程によるものとする。

2 この法人は、株式を保有しないものとする。

（事業計画及び収支予算）

第10条この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載し

2



た書類は､毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し､理事会の決議を経て、

直近の評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2前項の事業計画書及び収支予算害等については、毎事業年度の開始の日の前日まで

に行政庁に提出しなければならない。

（事業報告及び決算）

第11条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後､理事長が次の書

類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時評議員会において

承認を得るものとする。

（1）事業報告書

（2）事業報告の附属明細書

（3）貸借対照表

（4）正味財産増減計算書

（5）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

（6）財産目録

2前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3ケ月以内に行政庁に提出しな

ければならない。

3 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、

貸借対照表を公告するものとする。

（公益目的取得財産残額の算定）

第12条理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48

条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額

を算定し、第63条第1項第10号の書類に記載するものとする。

（長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け）

第13条この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって

償還する短期借入金を除き、評議員会の議決を経なければならない。

2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を

経なければならない。

（会計原則等）

第14条この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うも

のとする。

2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程

によるものとする。
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3特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取

扱いについては、理事会の決議により別に定める特定費用準備資金等取扱規程による

ものとする。

第3章評議員及び評議員会

第1節評議員

（定数）

第15条この法人に、評議員7名以上13名以内を置く。

（選任及び解任等）

第16条評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。

2評議員の候補者は次により選出する。

（1）個々の評議員の推薦による者

（2）理事及び監事の推薦により理事会の承認を経た者

3評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

（1）各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分

の1を超えないものであること。

イその評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

口その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ハその評議員の使用人

ニロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財

産によって生計を維持しているもの

ホハ又は二に掲げる者の配偶者

へロから二に掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を－にする

もの

（2）他の同一団体（公益法人を除く｡）の次のイから二に該当する評議員の合計数が評

議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ理事

ロ使用人

ハ他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定め

のある者にあっては、その代表者又は管理人）又は業務を執行する社員である者

二次の団体において職員である者（国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除

く。）

①国の機関
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②地方公共団体

③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定

する大学共同利用機関法人

⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

⑥特殊法人又は認可法人

3評議員のうちには、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の

数又は評議員のうちいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数

が評議員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員

には監事及びその親族その他特殊の関係にある者が含まれてはならない。

4評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。

5評議員に異動があったときは、 2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、

遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

（権限）

第17条評議員は、評議員会を構成し、第21条第1項に規定する事項の決議に参画す

るほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

（任期）

第18条評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関

する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2評議員は、辞任又は任期満了後においても、第15条に定める定員に足りなくなる

ときは､新たに選任された者が就任するまでは､その職務を行わなければならない。

（報酬等）

第19条評議員は、無報酬とする。

2評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

3前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の

報酬並びに費用に関する規程による。

第2節評議員会

（構成）

第20条評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

（権限）

第21条評議員会は、次の事項を決議する。
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(1)役員（理事及び監事。以下同じ）の選任及び解任

(2)評議員の選任及び解任

(3)役員及び評議員の報酬等の総額及びその支給の基準

(4)定款の変更

(5)各事業年度の事業報告及び決算（計算書類）の承認

(6)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

(7)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分

(8)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止

(9)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの

定款に定める事項

2前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第24条第1項の書面に記載した

評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

（種類及び開催）

第22条評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

2定時評議員会は、毎事業年度終了後3ケ月以内に開催する。

3 臨時評議員会は、必要がある場合には､いつでも開催することができる。

（招集）

第23条評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理

事長が招集する。

2前項にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の

理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければな

らない。

（招集の通知）

第24条理事長は､評議員会の開催日の1週間前までに､評議員に対して､会議の日時、

場所、 目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

2前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることな

く、評議員会を開催することができる。

（議長）

第25条評議員会の議長は､その評議員会において､出席した評議員の中から選出する。

(定足数）

6



第26条評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

（決議）

第27条評議員会の議事は、一般社団・財団法人法第189条第2項に規定する事項及び

この定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が

出席し、その過半数をもって行う。

2次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の‘

2以上にあたる多数をもって行わなければならない。

（1）監事の解任

（2）定款の変更

（3）基本財産の処分又は除外の承認

（4） その他法令で定められた事項

（決議の省略）

第28条理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案

について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同

意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったもの

とみなす。

（報告の省略）

第29条理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合におい

て、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が

書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への

報告があったものとみなす。

（議事録）

第30条評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなけれ

ばならない。

2前項の議事録には、議長及びその評議員会に出席した評議員の中から選任された

議事録署名人2名、並びに出席した代表理事が記名押印するものとする。

（評議員会運営規則）

第31条評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、

評議員会において定める評議員会運営規則による。
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第4章役員等及び理事会

第1節役員等

（種類及び定数）

第32条この法人に、次の役員を置く。

（1）理事7名以上13名以内

（2）監事2名以上3名以内

2理事のうち2名を代表理事とし、 3名以内を一般社団・財団法人法第197条が準

用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。

3代表理事のうち、 1名を理事長、 1名を副理事長とする。

4業務執行理事のうち、 1名を専務理事、 2名以内を常務理事とする。

（選任等）

第33条理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3前第2項で選定された代表理事より理事長及び副理事長を選定する。

4理事会は、その決議によって第2項で選定された業務執行理事より専務理事1名、

常務理事2名以内を選定することができる。

5監事は、この法人の理事及び評議員並びにこの法人の使用人を兼ねることができ

ない。また各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

6理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で

定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

7他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係

にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を

超えてはならない。監事についても同様とする。

8理事又は監事に異動があったときは、 2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行

政庁に届け出なければならない。

（理事の職務・権限）

第34条理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の

執行の決定に参画する。

2 ．理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3副理事長は、理事長と共にこの法人を代表し、理事長を補佐する。

4専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。

5 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。

6業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める理事の職務権限規程による。
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7代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ケ月を超える間隔で2回以上、

自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務・権限）

第35条監事は、次に掲げる職務を行う。

（1）理事の職務執行左監杳し、法令で定めるところにより、監査報告を作成するこ

と。

（2） この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算

書類及び事業報告等を監査すること。

（3）評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。

④理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、

又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める

ときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。

（5）前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求するこ

と。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週

間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招

集すること。

（6）理事が評議員会に提出しようとする議案､書類その他法令で定めるものを調査し、

法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その

調査の結果を評議員会に報告すること。

（7）理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為

をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法

人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめ

ることを請求すること。

（8） その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

（任期）

第36条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す

る定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する

定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3役員は、第32条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了

後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなけれ

ばならない。

(解任）
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第37条役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任するこ

とができる。ただし､監事を解任する場合は､議決に加わることのできる評議員の

3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

（1）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

（2） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる

とき。

（報酬等）

第38条役員は､無報酬とする｡ただし､常勤の役員には報酬を支給することができる。

2役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3前2項の報酬の総額及び支給の基準は、評議員会の決議により別に定める役員及

び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。

（取引の制限）

第39条理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を

開示し、理事会の承認を得なければならない。

（1） 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

（2） 自己又は第三者のためにするこの法人との取引

（3） この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における

この法人とその理事との利益が相反する取引

2前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しな

ければならない。

3前2項の取扱いについては、第55条に定める理事会運営規則によるものとする。

（責任の免除）

第40条この法人は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用される第111

条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決

議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度

として、免除することができる。

（会長）

第41条この法人に、名誉的立場の会長を1名置くことができる。

2会長は、理事会の決議を経て、推戴する。

3会長の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払い

をすることができる。

ノ
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（顧問）

第42条この法人に、 10名程度の顧問を置くことができる。

2顧問の委嘱は、理事会において決議する。

3顧問の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払い

をすることができる。

4顧問の任期は、委嘱後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する

定時評議員会の終結までとし、再任を妨げない。

（参与）

第43条この法人に、 20名以上30名以内の参与を置くことができる。

2参与の委嘱は、理事会において決議する。

3参与の報酬は､無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払い

をすることができる。

4参与の任期は、委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する

定時評議員会の終結までとし、再任を妨げない。

（会長及び顧問・参与の職務）

第44条会長及び顧問・参与は、理事会又は代表理事の諮問に応え、理事会又は代表理
，事に対し、参考意見を述べることができる。

第2節理事会

（設置及び構成）

第45条この法人に理事会を設置する。

2理事会は、すべての理事で構成する。

（権限）

第46条理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

（1）評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定

（2）規則の制定、変更及び廃止に関する事項

（3）前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定

④理事の職務の執行の監督

し （5）代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

2理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任すること

ができない。

（1）重要な使用人の選任及び解任
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重要な組織の設置、変更及び廃止

内部管理体制の整備

第40条第1項の責任の免除

②
③
④

（開催）

第47条理事会は、毎事業年度3回以上開催する。

2理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

（1）理事長が必要と認めたとき。

（2）理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請

求があったとき。

（3）前号の請求があった日から5日以内に､その請求があった日から2週間以内の日

を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理

事が招集したとき。

（4）第35条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監

：事が招集したとき。

（招集）

第48条理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集す

る場合及び前条第2項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2前条第2項第3号による場合は、理事が、前条第2項第4号後段による場合は、

監事が理事会を招集する。

3理事長は、前条第2項第2号又は4号前段に該当する場合は、その請求があった

日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理

事会を招集しなければならない。

4理事会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的である事項を記載した書面を

もって、開催日の一週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければなら

ない。

5前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続

を経ることなく理事会を開催することができる。

（議長）

第49条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

（定足数）

第50条理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
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（決議）

第51条理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、特別の利害関係を

有する理事を除く理事の過半数が出席し､その過半数をもって行う。

（決議の省略）

第52条理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、そ

の提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったも

のとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

（報告の省略）

第53条理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知し
たときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

2前項の規定は、第34条第7項の規定による報告には適用しない。

（議事録）

第54条理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席し
た代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。

（理事会運営規則）

第55条理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理
事会において定める理事会運営規則による。

第5章定款の変更、合併及び解散等

（定款の変更）

第56条この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2
以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的、第4条
に規定する事業及び第16条に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第59条
に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。 ’

2前項にかかわらず、評議員の全員が賛成するときは、第3条に規定する目的、第
4条に規定する事業及び第16条に規定する評議員の選任及び解任の方法について、

変更することができる。

3公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「公益認定法」 とい

う｡）第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、そ
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の事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。

4前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければな

らない。

（合併等）

第57条この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2

以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は

－部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

2前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならな

い。

（解散）

第58条この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で

定めた事由により解散する。

（公益目的取得財産残額の贈与）

第59条この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する

場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く｡）において、公益

認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当す

る額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ケ月以内に、評議

員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体

に贈与するものとする。

（残余財産の処分）

第60条この法人の解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議に

より、類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益認

定法第5条17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公

益法人等に該当する法人に寄附するものとする。

第6章支部及び委員会等

（支部及び委員会等）

第61条この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、

支部及び委員会等を設置することができる。

2支部会長及び委員会等の委員等は、理事会において選任及び解任する。
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3支部及び委員会等の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、評議員会及び理事

会の権限に抵触しない範囲で、理事会の決議により別に定める。

第7章事務局

（設置等）

第62条この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2事務局には、所要の職員を置く。

3重要な職員は、理事会において選任及び解任する。

4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に

定める。

（備付け帳簿及び書類）

第63条事務所には、法令の定めるところにより次に掲げる帳簿及び書類を備えておか

なければならない。

（1）定款

（2）理事、監事及び評議員の名簿

（3）認定、許可、認可等及び登記に関する書類

（4）定款に定める機関の議事に関する書類

（5）財産目録

（6）役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程

⑦事業計画書及び収支予算書

（8）事業報告書及び計算書類等

（9）監査報告書

（10）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれら数値のうち重要なものを記載し

た書類

（11）その他法令で定める帳簿及び書類

2前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第65条第

2項に定める情報公開規程によるものとする。

第8章賛助会員

（賛助会員）

第64条この法人の趣旨に賛同し、後援する個人又は団体を賛助会員とすることができ
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る。

2賛助会員に関する必要な事項は、理事会及び評議員会の決議により、別に定める

賛助会員に関する規程による。

第9章情報公開及び個人情報の保護

（情報公開）

第65条この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、

財務資料等を積極的に公開するものとする。

2情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程に

よる。

（個人情報の保護）

第66条この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報

保護規程による。

（公告）

第67条この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により

行う。

附．則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（以下「整備法」 という｡）第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から

施行する。

2整備法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登

記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度

の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の登記の日に就任する理事及び監事は、別紙役員名簿記載のとおりとす

る。

4 この法人の最初の代表理事は中野利弘、渡邉忠、業務執行理事は永石安明、廣瀬

道男、新屋敷道保とする。

5平成25年8月20日一部改正
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様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

浪込金受領証)(02C

し《

0％)を､お支払いの日以降の料金上

商店など低圧の溌気をお使いいたた

払いいただいた鰯合は､唾祷り息を申

､限は「5両~ﾛﾖとなつ
′司珂蛙手一甦必l I I I

10日目まて

払込用紙0

カ部雷ナ

U>rO-042

篶帯雷話･PHSプ

禮舌動費支出額(a×上

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

華理番号 ター/C

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 誌研ｦ讃･研修費･広聴広報費･霊澗誇瀧債･会議･資料怖蹟･資繩静貴･事務費･屋諏詞･人件費

内 容 事務所電気代（4月分）

年月 日 令和2年4月24日～令和年 月 日 金額 4,669円

目的
…沽動を21丁フ事務BTの電剰史網のため

使途
學誇ｦT電気1で4月労、

口座胃己

号番号 00100 ■ 5 ■■ 900116 鑿|中邸曜ｶﾐﾗｲズ株式会社
令和2年4月分ご使用期間 3月23日～4月20日 （日程17）

金額

十 宮 十 万 千

9

臼

3

十

3

1判

9

渦琵税等相当額(再掲）

’ 848円
ご依頼人氏名

林芳久仁様

お客さま番号‘契約種別 容量 ご使用歴 卜記令額の内訳(円）

:電灯B

A

30

kWh

’ 221 1 5854

Ｉ
、
だ
さ

｜
函

kW

3

kWh

| 1 15 ｜ ヨ吟85

｜ I ｜ I

按分の理由

政務活動と後援会活動
Ⅱ

で按分 ､j℃％



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

整理番号 享一／／

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 錘研究費･研修費･広聴広報費･霊澗誇礒債･会議費･資糾愉蹟,資*購入費･事務費･鳫諏圏･人件費

内 容 事務所賃借料（5月分）

年月 日 令和2年5月 1日～令和2年5月31日 金額 69,056円

目的
三国未垂壷チュ1公謹垂＝卜圭ｪ鐸畠迄湯､/ハー冑再〃､佳壁
可可函r元/よと』奴涜1百男"r1Jソ／こⅨﾉUﾉ…ｿブTUノョ百

使途
令和2年5月分賃借料

政務活動

県政との

関連性

③

－

く領収書貼付枠＞

!2-042718F | *138,113F ’ 外イトフヤチン(セテ､、

按分の理由

政務活動と後援会活動

で按分

領収書金額(a)

138,113円

按分率(b)

1／2

才0 ％

政務活動費支 過額(a×b)

69,056円



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

雪の支出纈吟7両駒遥領収罵琴等の鐸崔方ﾏﾚｰ圭須〕xiI 1〃凸a

記入すること。

整理番号 牟一/Z

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者

経費項目 調劃形讃.研修費.広聴広報費･霊諌鰐瀧債･会議費･資料{愉蹟･資1糖入費･鯛･謡翔漬･人件費

内 容 議員用携帯電話代

年月 日 令和2年4月27日～令和年 月 日 金 額 2,333円

目的
政務活動を行うための連絡に使用するため

使途
令和2年4月支払い分議員用携帯電話代

政務活動．

県政との

関連性

’

く領収書貼付枠＞

故障紛失サポート代

(5,085-a旦旦 円×1．

↓

418円

皿）×1/2＝2,333

１

１
１

１
ふ

料金領収証RECEIPTFORSERVICES
2020年 4月ご請求分 （ 3月利用分）

ご請求先氏名

林芳久仁様

下記ご利用料金を4月27日口座振替により
領収いたしました。 ､

KDDI株式会
〒163.8003Ⅱ[京都新宿区西新綴DDIピル

ご請求ｺｰドCUSToMERCoDビ ■■■■■■
領収金額AMouNTREcEIvED 5,085円．

うち消費税等TAx 408円

鑿圏鶉豐皿豐
口座番号ACCOUNTNUMBER *********

1

｡

総“7円 ｛
△4(8円

5,085円

1／2

％ 2,333円



様式第1－1号

4－／3整理番号

…
聿
昌支出証拠

耳 名BRj

副叉雲の金誘士っxi l i〃弐α

記入すること。

経理担当者 ■

経費項目 鐙研蹟.研修費｡広聴広報費.霊繍誇鬮潰･会議費･資1‘昨成費･資鱸入費･犀周･事獅漬･人件費

内 容 事務所用携帯電話代

年月 日 令和2年4月27日～令和年 月 日 金額 1,750円

目的
政務活動を行うための連絡に使用するため

使途
令和2年4月支払い分事務所用携帯電諦時

政務活動

県政との

関連性

’

按分の理由

政務活動と後援会活動

で按分

領収書金額(a)

-j>"｡R （
･419FI

3,918円

按分率(b)

1／2

40 %

政務活動費支出額(a×b)

1,750円



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名･議員氏名:ふじのくに県民クラブ･林芳久仁）

|壼雪畷挫き_Xfff畳箪皇旦径p塞鋤一一一
. ‐ ‐ ､ ' ‘ ‘ ‘ L "： ＆、 ．. ‘ 。← ” ： 、 、‐ 『 。 ，. ,+ ; ､; .f 『 ‘ . 『!‘ 塚）て．､ ．. ， 、; ' "~"｡& ･:. :r' % - T -: ､] ･3←､iF ､ b ､ 画R P
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※按分による支出がある場合は、按分の理由、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当欄に記入すること。

轄坤杳言 享一／4

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者

経費項目 読罰莞雪 ･研修費 ．

内 容 野村生涯教育センター：正会員会費（4月分）

年月 日 令和2年4月28日～令和年 月 日 金額 1,000円

会の趣旨.

目 的

午1王を起した字牙苔及び実践Y古勤（以r生遡圭教官というノと子匪し、もつ~（人同買藍員の|貝｣｣二

と豊かな文化の創造に寄与することを目的とする。

会の活動

内容等

＊生I臣叡育に閨可~O詞坐．池5虫云寺の閉1佳

*生涯教育に関する大会・講演会の開催

*生涯教育に関する教育相談、グループ討議

＊その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

政務活動

県政との

関連性

● 月1回の研修会に参加し、テーマに沿った話し合いをする事により、講師や参加者の皆さ

んのお考えを聞き、自分の意見を話すことにより、政務活動の参考にしていますb

按分の理由 政務

活動に資する団体会費

のため、全額充当する。

領収書金額(a)

1,000円

安分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

1,000円
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要綱｜生涯教育への願い ｜ 沿革 ｜ 理事長略歴 ｜ 役員

名謹会員 ｜ 總織・支部連絡所 ｜ 所在地 ｜ 事業内容図

要綱

公茶財団法人野村生涯教育センターは、野村佳子が創設した教育ボラ

ンティア活動の組織である。

く

鍾鳶凝議識錬……鐸…

公然財団涜人野村牛涯教育センター

〒151-0053束霊ﾛ渋谷区代々木1-47-13

･FI: 03-3320-1861(代表) Fax: 03-3320-0360

Email: infO@nomuracentertonjp/intl@nomuracenteitol:jp(ibrEnglish)

このサイトに含まれる全ての内容の無断転用等を禁じます。

@1997-2016NomuraCenterfOrLifelonglnteglatedEducation

1/1www.nomuracenter.onjp/htmjpn/synopsis/i_syn_outline.htm

名称 この法人は、公益財団法人野村生涯教育センターと称する。

事務所 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

目的

この法人は、創設者野村佳子が構築した東洋の自然観に立

脚した人間の位置づけ、価値づけの基本理念としての教育論

を基盤に生涯を通じた学習及び実践活動(以下生涯教育とい

う)を推進し、もって人間資質の向上と豊かな文化の創造に
寄与することを目的とする。

事業

この法人は、目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)生涯教育に関する講座・勉強会等の開催

(2)生涯教育に関する大会、講演会の開催

(3)生涯教育に関する国際交流。支援

(4)学習者に対する助成

(5)生涯教育に関する出版物の刊行

(6)生涯教育に関する教育相談、グループ討議

(7)公益事業をしている他団体への協力・支援

(8)その他、この法人の目的を達成するために必要な臺業
上記の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。

会員規定

この法人の趣旨に賛同し、後援する個人または団体を賛助会

員とすることができる。

正会員： 月1,000円

特別会員： 月10,000円

法人会員（団体） ： 年1口以上、 1口120,000円

学習者

学習者は、 0歳から90歳を越える年齢に及び、年代層に応じ

て、組織としては幼児教育部、児童部、青年部、成人部、高

年部で構成されており、それぞれ年間を通じ、野村生涯教育

のカリキュラムに従って学習が続けられている。

また、国の中央、地方行政をはじめ、教育関係者、 PTA、企

業､･マスコミ、各政党、一般社会のあらゆる階層とのコンタ

クトを続け、全国大会、講演会、懇談会、研修会と機会をあ

るごとに社会ぐるみの対話と連携を進めている。
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支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

整理番号 半一/ざ

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 調査研漬･研修費･広聴広報費･鶏謝誇鬮漬･会議費･資料作同潰･資繩静費･層調･謡弼漬･人件費

内 容 郵送料

年月 日 令和2年4月28日へ令和年 月 日 金額 1,092円

目的
政務活動に関する文書を発送

使途
郵送代

政務活動

県政との

関連性
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ものである。

領収書金額(a)

1.092円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

1,092円
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支出証拠書

(会派名。議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

口 ！ ’
政務活動．

県政との

関連性
一一甲凸■■ 一品 一へ

ｏ
１
１
１
１
Ｉ
１
ｆ
ｌ
１
ｆ
企
Ｊ
１
１
４
Ｉ
Ｆ
Ｆ
‐
酷
し
Ｉ
己
１
０
．
Ⅱ
ｉ
Ｊ
，
Ｆ
１
ｒ
１
０
ｊ
ｆ
ｉ
ｆ
‐
０
１
４
野
９
１
４
〃
Ｑ
昭
８
０
，
●
４
Ⅱ
Ｉ
４
ｆ
ｌ
１
、
Ｉ
Ｖ
７
ｂ
ｏ
Ｂ
Ｐ
ｌ
１
１
０
１
１
典
●
Ⅱ
１
１
０
９
囮
Ｏ
ｏ
Ｕ
Ｉ
１
Ｉ
●
Ｆ
１
ｐ
１
１
Ｖ
Ｋ
ｒ
１
６
４
ｊ
“
Ｉ
‐
Ｉ
●
１
０
．
１
ｔ
０
８
Ｄ
Ｕ
ｌ
ｑ
ｂ
Ｆ
Ⅱ
ｌ
ｌ
５

i

：
< ■

｜
：

；

I
』

I〆〆
I

I
f

1

i p

蕊
､

り．
ｻ
《

ﾘ

く
り

＃
ｿ
醤

；
＃
〃

＄
り
づ

均

小
f

》、
5〃

§
紺

：
贈イ

X
脚
．#

i
碩

命
狼

§
￥

X
､

＃
3
雄

ミ

ソ
叩

＄
唖

＃
や

埠
：
洲
；
心
‐
恥
１
＄
、
！
§
聯
，
“
Ｉ
繩
珊
；
，
ｉ
熟
八
〃
§
、
＃
；
＃
罰
い
§
…
い
§
９
１
〃
．
〃
執
３
１
ｆ
、
１
＄
ｉ
い
〃
《

､彦鑑ｼ琴辱為剣』:幸毛筆煙舌琵琵勤公哉ツベ謹勤含季当式垂戸名謬'一,零坪鐸:寺､罰琴‘jづ●管遡皇盛量:畢斡h遥診暇毎，守一尋ぞシ、‘､薯謬つく､鍾落･･シこ､等君か増分ご曾垂醍勇奄壼召拝つ零茎拭夛'堂､津t愚令鐵診舎ふ善宇涜鐘､令鍾憲奉ﾉ峯設琴､鐸'も'命j畢輯篭彦争幸還

領 収 証
No. 027730

懐”o 年必' 月易〃日上記正に領収いたしました霞”

i
′

９
０
７

６
４
７

４
１
１

９
１
２

４
７
２

６
９
３

３
３
，
Ｊ

、
ｊ
、
Ｊ
５

４
４
６

５
５
５

０
０
０

く
く
く

本 社/静岡市清水区尾羽107-3〒424-0103TEL

CAD扇蒸;／静岡市清水区尾羽107-3〒424-0103TEL

豊田営畿所／豊田市嘩割汀§}咽甑ﾙ3得宣〒471-0036TEL

Ｘ
Ｘ
Ｘ

Ａ
Ａ
Ａ

Ｆ
Ｆ
Ｆ

㈹
㈹

４
０
８

１
４
４

８
２
２

５
４
６

５

８

１

６

６

４

３
３
Ｊ

１
１
５

４
４
６

５
５
５

０

０

０

く
く
く

■ qrh蜂F■へ亀卜 と一也串全P Q 圭

…需畷露"鐘惑……－華みこ鉾,や息､…鶯邊－審黛皐…………蛎診･………:準一や…幕勤霞,二‘‘鳥､叢嘩･毎…擦‘〆曇…………:学…謬……､建雷毎…奮…嘩暑…辱…曇…蜜鶴需ぺ唇……撫

弔賢画－－ ＝や』萱二 一■ ｴ

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

整理番号 4－／6

決
裁 会派代表者 経理責任者 鰯 経理担当者 ■■

経費項目 諏蕊形讃･研修費･広聴騨費･毒輔誇瀧謄･会議費･資料I賊費･資繩訂費･鳫額･事翻漬･人件費

内 容 BBパック保守料

年月 日 令和2年4月 30日～令和年 月 日 金額 2,079円

目的
インターネットの環境保守対応

使途
令和2年4月請求分保守料

現金 ソ

小切手 壗宇

相殺

手形

振込
誓唖 夢

按分の理由

政務活動と後援会活動

で按分

領収書金額(a)

4,158円

按分率(b)

1／2

才0 ％

政務活動費支 頁(a×b)

2,079円



「

様式第1－1号

支出証拠害

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

政務活動・

県政との

関連性 …
調査活動、県政関連資料などの
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苫動費支出額(a×b

按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

※

轄琿番号 4－／7

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者

経費項目 調罰形讃･研修費･広聴広報費･霊繍謡鐵費･会議費･關砺･資*鯖入費･事務費･事翻漬･人件費

内 容 コピー料

年月日 令和2年4月 30日へ令和年 月 日 金額 1,604円

目的
資料等のコピー

｡

使途
令和2年4月請求分コピー料

按分の理由

政務活動と後援会活動

で按分

領収書金額(a)

3,208円

按分率(b)

1／2

オ0 ％



様式第1－4号

支出証拠害（自動車燃料代）

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）【 4月分】

く領収書貼付枠＞占付枠＞

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及ひ…活動費の支出額をそれぞれ該当欄に記入す

ること。

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 闇 経理担当者 ■

区分 前回給油願収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総君子距離C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

⑬単価による充当方式 ：単価18 （円）×走行距離（血）

※領便書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×君了I鴎fqm)/総走行距離（上記c) (m)

･充当限度割合による按分：領収書金額（円）×充当限度割合

君了距離(km) 積算方法※ 充当額（円）

夕恋7 18円× 576.7km/ - km 10,380

く支払証明＞_上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますb 議員氏名 林芳久仁 織

按分の理由

全て政務活動にかかるもの

である。

領収…(aノ

10,380円

0安分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

10,380円



要領様式1‐2

月日 内 容 行程 走行距離(km)

杣
水

･協艫工韻洲覗のｺﾛﾅ職訓(剛跡）
･餓鮒会社猟覗のｺﾛﾅ＃職訓

清水区内 18． 5

２
木

･一般活動

3

金
･一般活動

４
土

･一般活動

５
日

･一般活動

６
月

･各中小企業小規模企業で県のコロナ対
策の説明及び経営者より売上等話を間
く （各産業別10社を回る）

清水区内 47． 3

７
火

･群(中･高)のｺﾛﾅ職について間諏ﾘﾋ赫､県への謹鯛く
･幼稚園、保育所3か所でも聞き取り

清水区内 38． 5

８
水

･一般活動

9

木
･簡臓(職･蛾･鮮繩)0ｺﾛﾅ#級蛎上､県への蕊鯛く
(5軒）

清水区内 23． 1

皿
金

･刷雛｢ふれあい｣跡(捌睡もうくり韻へ)10蜥
･会派ふじのくに県民クラブ総会

清水区一県庁一清水区 49． 2

11

土
･県政報告「ふれあい」配布（各地区ま

ちづくり役員へ） ’6か所脚､意見薄婁
清水区内（山間地含む） 51． 7．

廻
日

･県政報告「ふれあい」各自治会及び老

人会へ配布（13か所)βが馳呵窪剥く
清水区内 30． 6

廻
月

･榊プレｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ協鍛財も県へ0鯉鯛く
･小報0畑からｺﾛﾅ撒0tﾙ､畑”繊厳聞く

清水区内 25． 3

。 14

火
･一般活動

喧
水

･糊嶬議Aﾎｰﾑ2蜥騨匙ﾘｺﾛﾅ職細ってい碑鯛く
･三蕊細舶轆細嶬でｺﾛﾅ職と蛙|とついて話鯛く

清水区一葵区一清水区 43． 7

妬
木

･ｴﾈﾙｷﾞｰ(ｱｾﾁﾚﾝ職中小蝶)厳しい繩燗〈
(製鍛噸獣）
･大手蝶細工場(ﾌﾛﾛｹﾐｶﾙ難)牒員のｺﾛﾅ職ﾋﾃﾚﾜｰｸ
州ﾘ鯲錦鯛く

清水区内（三保含む） 40． 6

Ⅳ
金

･清水の印刷業の状況聞き取り及び要望
を聞く（2軒）

清水区内 15． 1



(単位: 1m）

月日 内 容 行 程 走行距離(km)

肥
士
‐

･一般活動

四
日

･草薙商店会の飲食店オーナーに、コロ
ナによる客足状況を聞く3軒(燗蝋ｳ）

清水区内 17． 8

如
月

･県議会補正予算説明会

迦
火

･一般活動 一

迦
水

･製造業中小、小規模事業所で親会社か
らの仕事量実態調査聞き取り 5社

清水区内 30． 7

羽
木

･精密部品の塗装企業（社員30人） 自
動車関係の為、売上減少（県の融資に
ついて説明する）

清水区内 11． 6

泌
金

・清水区大手製紙会社社長に、県のコロ
ナ経済対策の説明、要望を聞く

清水区内 23． 7

お
士

・一般活動

26

日

・一般活動 一

幻
月

･榊諦臘睡備ﾎ鯉離合嗽餓､鐘､ﾚｽﾄﾗﾝ等牒糊
誰(5榊4榊牒）

･鮪で総頚舗正予算について挫和諏鯛く

清水区一県庁一清水区 30． 5

羽
火

･臨時県議会

塑
水

･ホビー製造会社社長に国内、輸出の．
ロナによる影響を聞く （10％減）
･鋤輔胸ﾘ#艸小蝶の細雄匙ﾘ聞く(細噸誹鯲で
50％剛）
･ｽﾎﾟｰﾂ鮴(雄)織皇の柵(徽皇|こより時雛燗<。
誠、5/10ま鮴止修い）

清水区内 42． 5

如
木

･槻騨諦0仕輯､謎棚燗<(蝶､報靭仕郭榔）
･情ﾎ欧手蝶､ﾈﾙで棚識(艤・備で鋤）

清水区内（蒲原・由比
含む）

36． 3

合 計 576． 7



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名：ふじのくに県民クラブ・林芳久仁）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

李一／7

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 諏劃形蹟.研修費.広聴広報費･鶏謝誇醗漬｡会議費･資料I鱸･資繩静費･事務費･蕊婦漬･灰碩

内 容 事務員雇用

年月 日 令和2年3月26日～令和2年 4月25日 金額 101,775円

目的
調麹ﾜﾅ先など…古勤と偏馴すC1成員乞繧用

使途
令和2年4月分給与

政務活動

県政との

関連性

－

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書鐸(a)

101,775円

1 安分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

101,775円



会派様式第5号

雇用実績表

日 曜日 雇用

時間数

うち政務鯛香畳

業務時間数

政務調査業務内容

1 ~
2 、
3 、

4 、
5 ~
6 、

、

7 、
8 ~
9

、

、

10 、
11 、
12 、
13 、
14 、
15 、
16 、
17 、
18 ~ヘ 、
19 ~
20 、
21 、
22 、
23 、
24 、
25 、

_ｦ／26 木 、 5 5 雷話逓7K乗客の応対

27 金 5 5 議員の調査項目の整理
28 土 5 5 議員の調査項目の整理
29 日

30 月 5 5 県政報告｢ふれあい｣郵送準備
31 火 5 5 3月分政務活動費関係書類作成

計 (A) (B)

上記のとおり雇用したことを証明する。 令和年月 日
ふじの〈に県民クラブ:林芳久仁印

[政務活動費充当計算]…①又は②の算式を用いて､政務活動費充当分を算出する。
①(B){ 時間分}×単価{885円}= 円
②総支出額｛円｝×(B)/(A)=円



会派様式第5号

雇用実績表

4月分 氏 名

日 曜日 雇用

時間数

うち政務鯛査受

業務時間数

政務調査業務内容

;く／1 水
2 木 5 5 県政関係資畿 ･の整理
3 金 5 5 県政関係資辮 ､の整理
4 土 5 5 地域住民の蔓 望｡意見聴取
5 日

6 月 5 5 県政報告 ｡｢ふれあい」郵送準備
7 火 5 5 県政報告｢ふれあい｣郵送準備
8 フ

少
瞳
、

9
イ■■

ノ
ロ
も 5 5 1県政報告｢ふ； Lあい｣郵送準 篇

10
。
『
凸

』
Ｆ
』 5 5 1県政報告｢ふ； tあい｣郵送準 篇

11 ■
。
『
二 5 5 県政報告｢ふ； Lあい｣郵送準 篇

12 E

13 長 5 5 1 ’電話及びラ そ客の応対
14 火 5 5 1 ’蕾議乃7鱈 §客の応対
15 水
16 木 5 5 電話及び来客の応対
17 金 5 5 電話及び来客の応対
18 土 5 5 電話及び来客の応対
19 日

一

20 月 5 5 議員の調査項目の整理
21 火 5 5 議員の調査項目の整理
22 水
23 木 5 5 1雷言舌乃7K乗寒の応対

24 金 5 5 1 ’電話及び来客の応対
25 土 5 5 1 ’雷冒舌乃7K乗雲の応対

26
ー

27
－－

～

28

29

30 －－

計 (A)115 (B)115

上記のとおり雇用したことを証明する｡ 令和2年4月30日
ふじの<に県民クラブ:林芳久仁鰯

L政務活動費充当計算]･･･①又は②の算式を用いて､政務活動費充当分を算出する。
①(B){ 115時間分}×単価{885円}= 101,775円
②総支出額{ 101,775円}×(B)/(A)=101.775円

－


